
議案第 10 号 逗子市職員給与条例の一部改正について 

緊急財政対策の取組として、本市一般職職員の給与を減額するものです。 

【主な改正点】 

１ 地域手当 

給料表 職務の級 削減割合 支給率 

一般職給料表（１） 
７級以上 ▲４％ 15％ → 11％ 

６級以下 ▲３％ 
15％ → 12％ 

一般職給料表（２） 全職員 ▲３％ 

２ 期末手当 

給料表 職務の級 削減割合（支給率） 

一般職給料表（１） 
７級以上 ▲0.3 月/年 

６級以下 ▲0.25月/年 

(再任用△0.12月/年) 一般職給料表（２） 全職員 

３ その他条例改正を伴わないもの 

管理職手当 

給料表 職務の級 削減割合 代表的な職種の削減内容 

一般職給料表（１） 

８級 ▲15％ 
部長 95,000円 → 80,750円 

次長・参事 85,000円 → 72,250円 

７級 ▲10％ 
課長 80,000円 → 72,000円 

課長補佐 65,000円 → 58,500円 

４ 実施期間 平成 30年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

  この結果として、約 127, 690千円の人件費削減になる。 

(地域手当、管理職手当、期末手当、共済負担金) 

(単位:千円) 

区 分 
管 理 職
手 当 

地 域 
手 当 

期 末 
手 当 

共 済 費 計 

一般職給料表（１）7級以上 7,224 15,103 11,608 4,231 38,166 

一般職給料表（１）６級以下 
一般職給料表（２）全職員 

― 43,790 34,604 11,130 89,524 

計 7,224 58,893 46,212 15,361 127,690 
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※ 参考 １人当たり削減額概算（共済費事業主負担分を除く） 

 

級 給与/回 賞与/回 1人当たり/年 

８ 34,738円 99,806円 616,471円 

７ 28,113円 92,525円 522,412円 

 

級 給与/回 賞与/回 1人当たり/年 

６ 12,018円 60,526円 265,265円 

５ 11,199円 55,068円 244,523円 

４ 9,253円 43,393円 197,818円 

３ 7,368円 31,402円 151,226円 

２ 6,676円 31,152円 142,411円 

１ 5,089円 23,751円 108,576円 

再任用週５日 7,632円 17,950円 127,485円 

再任用週４日 5,772円 12,929円 95,117円 

再任用週３日 4,340円 9,721円 71,520円 

任期付週４日 4,890円 23,091円 104,863円 

任期付週３日 3,364円 15,700円 71,769円 

 

 


